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一般財団法人　山口県環境保全事業団

発行日　２０２５年６月３０日

運用期間：2024年４月～2025年３月

環境経営レポート

　(2024年度）

宇部港東見初広域最終処分場

供用後16年 2024年12月撮影

徳山下松港新南陽広域最終処分場

供用後11年 2025年3月撮影



１　環境経営方針

 ＜環境理念＞

　一般財団法人山口県環境保全事業団は、山口県における産業廃棄物の適正処理を

行うとともに、環境保全に関する各種事業を行い、本県の快適な生活環境の保全と

産業の発展に寄与することを目的として事業を展開します。

 ＜行動指針＞

　環境経営システムを構築・運用し継続的な取組を進めるため、この行動指針に

環境経営目標及び環境経営計画等を定め、実効性のある活動を展開します。

　これらの活動を通じて、国連が定めたSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献します。

1 電気や燃料の使用を節減するとともに、再生可能エネルギーの活用を推進し、

 二酸化炭素排出量の削減を徹底することで、国が目指す２０５０年に温室効果ガスの

 排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」目標に貢献します。

2 廃棄物の削減

　書類の電子化を推進するなど、紙使用量の削減を図ります。

3 水使用量の削減

　節水に努め、水使用量を削減します。

4 化学物質の適正使用に努めます。

5 産業廃棄物の最終処分において、環境保全に配慮します。

　受入基準や環境関連法規の遵守を徹底し、循環経済の実現に貢献します。

6 物品等の調達にあたっては、グリーン購入に努めます。

7 県内のJ-クレジット、J-ブルークレジットの購入を進め、二酸化炭素の削減・

 吸収に係る取組を支援します。

8 環境保全に関する教育を継続的に実施し記録します。

9 環境保全活動への助成等を通して、地域社会と良好な環境コミュニケーション

 を図り、地域の環境保全に努めます。

10 この環境経営方針は、従業員全員に周知するとともに、研修や教育を行い、環境

 保全に向けた意識の向上に努めます。

一般財団法人　山口県環境保全事業団

理事長　山野　元

２０１７年 ７ 月 １ 日　 　制定

２０２５年 ６ 月３０日 最終改定
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《参考》当事業団の環境経営方針とSDGsの関連表

3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17

すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

安全な水とト
イレを世界中

に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

住み続けられ
るまちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

パートナー
シップで目標
を達成しよう

1
電気や燃料の使用を節減、再生エネル
ギーの活用の推進、二酸化炭素排出量の
削減

● ● ● ● ● ●

2 廃棄物の削減 ● ● ● ● ●

3 水使用量の削減 ●

4 化学物質の適正使用 ● ● ● ● ● ●

5
産業廃棄物の最終処分における環境保全
への配慮

● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 グリーン購入 ● ● ●

7
県内のJ-クレジット等の購入による二酸化
炭素削減・吸収に係る取組の支援

● ● ●

8 環境保全に関する教育 ● ● ● ● ● ● ●

9
環境保全活動への助成等を通した、地域
社会との環境コミュニケーションと地域の環
境保全

● ● ●

10 環境保全に向けた意識の向上 ● ● ● ● ● ● ● ●

　　　　　　　　　SDGsの目標

　環境経営方針

行
動
指
針
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２　組織の概要 （2025年6月30日現在）

一般財団法人　山口県環境保全事業団

理事長　山野　元

(2) 所在地及び連絡先

・ 本部事務所

〒753-0072　山口市大手町9番11号　

TEL：083-920-6828 FAX：083-920-6829

E-mail：info@yamaguchi-khj.or.jp

・ 東見初管理事務所（宇部港東見初広域最終処分場） ※2023年度から直営

〒755-0001　宇部市大字沖宇部字沖の山525番103

TEL：0836-32-2280 FAX：0836-32-2282

E-mail：info-u@yamaguchi-khj.or.jp

・ 新南陽管理事務所（徳山下松港新南陽広域最終処分場）

〒746-0019　周南市臨海町6番地

TEL：0834-33-9280 FAX：0834-33-9281

E-mail：info-s@shin-nanyo-khj.jp

(3) 環境管理責任者及び環境管理担当者

・ 環境管理責任者（東見初管理事務所環境管理担当者兼務）

常務理事兼事業部長兼東見初管理事務所長 小田　聡克

・ 本部事務所環境管理担当者 事務局長 篠原　俊明

・ 新南陽管理事務所環境管理担当者 所長 西藤　裕一郎

(4) 事業内容

・ 産業廃棄物の最終処分及び一般廃棄物の埋立受託業務

・ 環境保全活動の助成業務

(5) 事業の規模

・ 法人設立年月日

・ 基本財産 110,695千円

・ 活動規模

注１：従業員数は、最終処分場の埋立業務受託者等を含む

注２：東見初は２０２３年度から直営

23

6 6 6

13 13

21 21 21 20 20 22 32

14 14 14 12 12

9 8

11

7 7 7 8 8 7

11

23

379 283 249 286 689

項目 単位
年度（事業年度は４月１日～翌年３月３１日）

2024202220212020201920182017201620152014

495 551

2023

732

(1) 事業所名及び代表者名

売上高 百万円

人

617514522

従
業
員
数

合計

新南陽

本部

東見初

17 17 17

23

新南陽

東見初

産
廃

処
分
量

合計

千ｔ

63 63 75 59 67 57

2007年4月1日

34

63 63 75 59 67 37 29 25 29 23

13

31

33

28

6137 29 25 29

注１

注２

注２
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・ 組織図（２０２５年４月１日現在）

(6) 事業年度

4月1日～翌年3月31日

(7) 認証・登録範囲

全組織・全活動（本部事務所、東見初管理事務所、新南陽管理事務所）

(8) 産業廃棄物処理業の許可内容等

○ 産業廃棄物処分業

・ 許可権者　　山口県知事

・ 許可番号　　第03533176553号

・ 許可年月日　2019年3月6日

・ 有効年月日　2026年3月5日

※

一般財団法人山口県環境保全事業団　人員配置図

東見初管理事務所長は常務理事（事業・技術担
当）が兼務

配置職員は正職員のみ。

兼務職員は主たる部門に計上。

1 2

総務課 業務課

1

2 1

1 2

新南陽管理事務所

所長 参事 総務課 業務課

人数（名）

東見初管理事務所

1

局長 経理課
事業部

2 2

事務局
所長 参事

評議員会

理事会

理事長

常務理事

（事務担当）

常務理事
（事業・技術担当）

事務局長

東見初管理事務所

新南陽管理事務所

監 事

事業部長

事業部事務局
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・ 事業の範囲

　【宇部港東見初広域最終処分場】 2023年度から直営

　※ 宇部市の不燃ごみ等一般廃棄物の埋立業務を受託している。

1) 一般廃棄物の埋立業務は宇部市から受託しているため、廃棄物処理法上、処分業許可は不要

2）一般廃棄物処理施設については、宇部市が設置届出済み

　【徳山下松港新南陽広域最終処分場】

　※ 周南市の不燃ごみ等一般廃棄物の埋立業務を受託している。

1) 一般廃棄物の埋立業務は周南市から受託しているため、廃棄物処理法上、処分業許可は不要

2）一般廃棄物処理施設については、周南市が設置届出済み

平成15(2003)年1月22日

平成20(2008)年10月15日

産業廃棄物の種類

設置場所

事業の用に供する施設

事業の用に供する施設

産業廃棄物の種類

平成17(2005)年 5月23日

平成25(2013)年12月26日

事業の区分

宇部市大字沖宇部字沖の山５２５番３０、５２５番９２、５２５番１０
６及び５２５番１２４の地先公有水面

管理型最終処分場

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（がれき類を除
く。）・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上3種類）、燃え殻、
汚泥（無機性に限る。）、木くず、ｺﾞﾑくず、鉱さい、がれき類、ばい
じん、13号廃棄物
（これらのうち、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、水銀使用製品
産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを
除く。）以上11種類

最終処分（埋立処分）

第99号の11

　　　1,038,000ｍ3

  産業廃棄物　880,000ｍ
3

  一般廃棄物　158,000ｍ3

93,726ｍ2

許可番号

埋立容量

埋立面積

周南市大字富田字西ノ嶋５９３番地先公有水面

管理型最終処分場

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（がれき類を除
く。）・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上3種類）、燃え殻、
汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばい
じん、13号廃棄物
（これらは、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有
ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）以上13種類

第16号の13

　　　 576,000ｍ3

  産業廃棄物　498,000ｍ3

  一般廃棄物　 78,000ｍ
3

38,676 m2

許可番号

埋立容量

埋立面積

許可年月日

設置年月日

2024年度末残余容量 410,364 m3

2024年度末残余容量 266,893 m3

許可年月

設置年月日

設置場所
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(9) 産業廃棄物の受入管理体制

　廃棄物の受入は、原則として下記フローに示す段階ごとに受入基準と合致していることを検査し

適合したものを埋立処分する。

産業廃棄物処分委託申込書 産業廃棄物処分委託申込書 １産業廃棄物毎の書類審査

[添付書類] ２必要に応じて現物審査、現地調査

・産業廃棄物性状表

・運搬車輌登録表

・分析証明書の写し（管理型産業廃棄物）

・その他必要な書類 不適合

１契約者カード交付

２遵守事項等の説明

１搬入申込書提示（搬入日ごとに） （管理事務所）

２承諾カード提示 １運搬車輌の確認

３マニフェスト提出 ２契約者カードの確認

４受入検査への協力 ３マニフェストの確認

４廃棄物の受入検査（目視）

５計量（トラックスケール）

不適合

（処分場）

１展開検査の実施

２必要に応じて分析検査の実施

（埋立方法）

１マニフェスト受取

２受入書受取

（退出時：管理事務所）

１計量（トラックスケール）

２マニフェスト返却

３受入書交付

(契約の解除)

適合

受入産業廃棄物の埋立処分

退出時
マニフェスト

受入書 　　所定の埋立場所にダンプアップされた
　廃棄物は、陸上部分にあっては、バック
　ホウなどの重機で敷き均し、締固めや覆
　土を行う。

適合

産業廃棄物の搬入 搬入申込書
マニフェスト

契約者カード

産業廃棄物の受入

受入拒否

受入基準の適否

【排出事業者】 【事　業　団】

処分委託に必要な書類 受入審査

受入審査結果

搬入産業廃棄物の持ち帰り

適合
契約不可

契約書

契約者カード

産業廃棄物処分委託契約締結

産業廃棄物処分委託契約締結

（自動延長またはスポット）
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(10) EA21実施体制

2024年4月1日現在

役割分担表

役割・責任・権限・使命

新南陽管理事務所
総務部門担当者

総務課長

ＥＡ２１事務局
経理課長

事業部主幹

本部担当者 経理課長

新南陽管理事務所
環境管理担当者

所長

新南陽管理事務所
業務部門担当者

副所長
参事

東見初管理事務所
環境管理担当者

所長

理事長

環境管理責任者 事業部長

本部
環境管理担当者

事務局長

理　事　長
常務理事

（事務担当）

環境管理責任者
EA21事務局

事業部長

【本　部】 【東見初管理事務所】 【新南陽管理事務所】

環境管理担当者 環境管理担当者 環境管理担当者

事務局長 所長 所長

担当者
業務部門
担当者

業務部門
担当者

経理課長 参事 参事

総務部門
担当者

総務部門
担当者

総務課長 総務課長

ＥＡ２１文書及び記録類の作成、維持、管理を行う。

新南陽管理事務所における環境への取り組みに関する総務部門
の権限と責任を持つ。

新南陽管理事務所環境管理担当者を補佐するとともに、廃棄物
処理業務部門の権限と責任を持つ。

新南陽管理事務所における環境管理システムの構築、運用、維
持に関する実務上の権限と責任を持つ。

本部における環境への取り組みに関する権限と責任を持つ。

本部における環境管理システムの構築、運用、維持に関する実
務上の権限と責任を持つ。

環境管理システムの全体の構築、運用、維持に関する権限と責
任を持つ。

環境管理システム全体を統括し、環境管理責任者からの報告を
もとに全体の評価と見直しを行う。

役割 所属（役職）

代表者　

東見初管理事務所における環境管理システムの構築、運用、維
持に関する実務上の権限と責任を持つ。

東見初管理事務所
業務部門担当者

副所長
参事

東見初管理事務所環境管理担当者を補佐するとともに、廃棄物
処理業務部門の権限と責任を持つ。

東見初管理事務所
総務部門担当者

総務課長
東見初管理事務所における環境への取り組みに関する総務部門
の権限と責任を持つ。
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３　2024年度及び中期環境経営目標

※１

※２ 表中の「△○○％」は、前年度目標値に対する概ねの削減率

8
環境保全
意識の
保持向上

全従業員の環境保全意
識の保持向上

－ ・年１回以上

排出事業者等への情報
提供

－ ・搬入した全事業者への情報提供（年1回）

二酸化炭素排出係数：電力　　　排出係数  　0.545 kg-CO2/kWh（中国電力調整後2021年度）

6 環境法規等の遵守 －
・法改正情報の把握の徹底
・法規や排水基準等の遵守

7 地域の
環境保全

環境コミュニケーショ
ンの推進

－
・地域住民等の見学受入
・ホームページ等でのPR

NPO等の環境保全活動
の支援

－

・NPO等の環境保全活動の支援（助成事業の実施）
　　（年７００万円）
・J-クレジット等の購入を通じたCO2排出削減・吸収に係る

　県内プロジェクトの支援

清掃活動への参加 － ・年４回以上

5
廃棄物の
適正処理

不適正処理ゼロ － ・不適正処理０件

受入基準の遵守 － ・搬入廃棄物の受入検査の実施（１００％）

新規契約時の現地確認 －
・管理型廃棄物の新規契約時の排出場所の現地確認
　　（１００％）

埋立作業の安全確保 －
・埋立作業従事者との連絡協議会の実施
　　（年１２回以上）

以
下

△1％ △1％ △1％

4 化学物質の適正管理
－

・毒物劇物の貯蔵タンクの点検（残量、漏洩の有無等）
・就労者への安全衛生教育（雇入れ時、変更時等）

－ ・第一種指定化学物質排出量の記録と届出の徹底

3 水使用量の削減 m3 1,312 1,280 以
下

1,260 以
下

1,240

以
下

△1％ △1％ △1％

1-4  灯油使用量の削減 L 122 120 以
下

120

1,580

― ― ―

2 廃棄物排出量の削減 kg 609 590 以
下

580 以
下

570

以
下

120

以
下

― ― ―

以
下

1-2  軽油使用量の削減 L 23,624 23,620

以
下

― ― ―

1-3
 ガソリン使用量
 の削減

L 1,588 1,580 以
下

1,580 以
下

環境経営目標 単位
基準年 環境経営目標

2022年度 2024年度 2025年度 2026年度

1

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 126,740 125,470 以
下

124,860 以
下

124,250 以
下

△0.5％ △0.5％

以
下

23,620 以
下

23,620

△0.5％

1-1  電力使用量の削減 kWh

　　　　　　　　　：灯油　　　排出係数　　2.49 kg-CO2/L

　　　　　　　　　：ガソリン　排出係数　　2.32 kg-CO2/L

　　　　　　　　　：軽油　　　排出係数　　2.58 kg-CO2/L

以
下

△1％ △1％ △1％
113,412 111,140 以

下
110,020 以

下
108,910

※１

※２
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４　2024年度の主要な環境経営計画

(1) 二酸化炭素排出量の削減

① 電力使用量の削減

② ガソリン・軽油使用量の削減

(2) 廃棄物排出量の削減

① 一般廃棄物排出量の削減

(3) 水使用量の削減

① 節水活動の推進

② 冬季の配管等からの漏水の早期発見と対策の実施

(4) 化学物質の適正管理

① 化学物質を適正に管理する。

(5) 廃棄物の適正処理

① 受入廃棄物の不適正処理０件

② 搬入廃棄物の受入検査の実施

③ 管理型廃棄物の新規契約相談時における排出場所の現地確認の実施

④ 埋立作業従事者との連絡協議会の設置及び実施

⑤ 保有水水質の安定化を目的とした埋立の実施（新南陽処分場）

(6) 環境法規等の遵守

① 法規や排水基準等を遵守

(7) 地域の環境保全

① 地域の環境保全への貢献

(8) 環境保全意識の保持向上
① 従業者全員の環境保全意識の保持向上

② 排出事業者、運搬業者への環境配慮の取組についての情報提供の実施

・エアコン：温度の設定を季節に応じて調節、フィルターの定期的清掃の実施
・照明　　：不要な照明の消灯、省エネ型照明への交換
・余水処理施設の適正管理による削減
・処分場散水用水の保有水の利用（東見初処分場）
・再生可能エネルギーの活用による電気使用量の削減

・ペーパーレス化の推進、裏紙の利用
・一般廃棄物の分別による資源化

・節水活動の励行
・廃棄物搬入車両の洗車水の最小限化への協力依頼
・処分場散水用水の処理水の利用（新南陽処分場）

・法改正情報の把握の徹底
・日常監視やモニタリングによる法規や排水基準の遵守の徹底
　①原水モニタリングによる排水基準の遵守
  ②放流モニタリングによる排水基準の遵守
　　　放流管理基準超の場合：放流の停止

・施設見学者の受入実施等による良好な環境コミュニケーションの推進
・特定非営利活動法人等の環境保全活動の支援
・J-クレジット等の購入を通じたCO2排出削減・吸収に係る県内プロジェクトの支援

・清掃活動や不法投棄廃棄物回収活動への参加
・近隣事業所と協同した交通安全対策の実施（東見初事務所）

・毒劇物の貯蔵タンクの点検（残量、漏洩の有無等）の徹底
・就労者への安全衛生教育の実施

・エコドライブの実施と低公害車の利用
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５　2024年度環境経営目標達成状況及びその評価

目標の
達成率

(目標／実績）

目標達成
評価

以
下 108% ○

以
下 88% ×

以
下 138% ○

以
下 103% ○

以
下 100% ○

以
下 257% ○

以
下 104% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

100% ○

― ―

100% ○

100% ○

100% ○

※１　

※２　2024年度は、CO2排出削減・吸収に係る県内プロジェクトがなかったため、J-クレジット等の購入を見送った。

環境経営目標 単位 目標

○：達成できている（100%以上）　　　　△：概ね達成できている（90％以上100％未満）
×：達成できていない（90％未満）　　　―：判定できない

☆ 判定基準　　目標の達成率（目標／実績）で判定

1

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 125,470

1-1  電力使用量の削減 kWh 111,140

1-2  軽油使用量の削減 L

1-4  灯油使用量の削減 L 120

230

0

1-3
 ガソリン使用量
 の削減

L 1,580

2 廃棄物排出量の削減 kg 590

3 水使用量の削減 m3 1,270 1,227

化学物質の適正管理

－

－ 実施

5
受入

廃棄物の
適正処理

不適正処理ゼロ －

受入基準の遵守 －

新規契約時の現地確認 －

埋立作業の安全確保 －

０件

100%

100%

24回

4

8
環境保全
意識の

保持向上

全従業員の環境保全意
識の保持向上

－

排出事業者等への情報
提供

－

6 環境法規等の遵守 －

7 地域の
環境保全

環境コミュニケーショ
ンの推進

－

－

1,531

17,156

実績

・搬入した全事業者へ
　情報提供（年1回）

・年１回以上

・年４回以上

・環境保全活動の支援
　（年７００万円）

・見学受入
・HPでのPR

・法改正情報の把握
・法規等の遵守

・連絡協議会の実施
　（年１２回以上）

・新規契約時の現地確認
　（１００％）

・受入検査の実施
　（１００％）

・不適正処理０件

・PRTR届出

・毒劇物のタンク点検
・安全衛生教育 実施

116,410

125,865

実施

実施

23,620

―

700万円

4回

実施

実施

　　　　　　　　　：灯油　　　排出係数　　2.49 kg-CO3/L

　　　　　　　　　：ガソリン　排出係数　　2.32 kg-CO2/L

　　　　　　　　　：軽油　　　排出係数　　2.58 kg-CO2/L

二酸化炭素排出係数：電力　　　排出係数　　0.545 kg-CO2/kWh（中国電力調整後2021年度）

清掃活動への参加 －

・J-クレジット等の購入
　を通じた支援

NPO等の環境保全活動
の支援

※１

※２
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６　環境経営計画及びその実施状況と評価ならびに次年度の取組

：未達成）

軽油使用量

（目標達成率 ：達成）

ガソリン使用量
：達成）

廃棄物排出量の削減

年度当初に全従業員の環境保全
意識の保持向上を実施、排出事
業者については年度最初の搬入
時に情報を提供した。
引き続きこの計画を継続する。

法の改正情報の把握及び環境法
規等を遵守した。
引き続きこの計画を推進する。

環境法規等の遵守
○

NPO等の環境保全活動の支援 ○

排出事業者等への情報提供（１回） ○

施設見学者は３７団体２１０人
で、良好な環境コミュニケー
ションを実施できた。助成事業
により１４団体の環境保全活動
支援した。CO2排出削減・吸収に

係る県内プロジェクトがなかっ
たため、J-クレジット等の購入
を見送った。地域の清掃活動に
４回参加した。交通安全対策を
４回実施した。
引き続きこの計画を継続する。

―

○

○

○

○

近隣事業所と協同した交通安全対策の実施
（東見初事務所）

8 環境保全意識の保持向上

全従業員の環境保全意識の保持向上（１回）

：不要な照明の消灯、省エネ
　型照明への交換

余水処理施設の適正管理による削減

138%

7 地域の環境保全

施設見学者の受入実施等による良好な環境コ
ミュニケーションの推進

法改正情報の把握の徹底

6
日常監視やモニタリングによる法規や排水基
準の遵守の徹底

J-クレジット等の購入を通じたCO2排出削減・
吸収に係る県内プロジェクトの支援

（目標達成率 103%

3

水使用量の削減 １％削減

2

（目標達成率 104% ：達成）

埋立作業従事者との連絡協議会の設置及び実
施

評価・次年度の取組環境経営目標 環境経営計画
実績
評価

○

計画は確実に実行でき、目標も
電力使用量以外は、概ね達成で
きたので、引き続きこの計画を
継続する。
電力使用量については、電力使
用量の目標に余水処理施設の動
力用電力を加えることの妥当性
の検討を引き続き行い、2026年
度以降の電力使用量の設定を見
直すこととする。

照明

エアコン

（目標達成率 88.3% ○

○

1

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

：温度の設定を季節に応じて調節、
　フィルターの定期的清掃の実施

再生可能エネルギーの活用による電気使用量
の削減

電力使用量 １％削減

○

○

○

計画は確実に実行でき、目標も
概ね達成できたので、引き続き
この計画を継続する。（目標達成率 257% ：達成） ○

○ペーパーレス化の推進、裏紙の利用

一般廃棄物の分別による資源化

１％削減

受入廃棄物の不適正処理は０件
であった。搬入廃棄物は100％受
入検査し、現地確認は100％（56
回）実施した。連絡協議会は24
回実施し、廃棄物の適正処理を
行った。
引き続きこの計画を継続する。

エコドライブの実施と低公害車の利用

エコドライブの実施と低公害車の利用

毒劇物は適正に管理し、就労者
への安全衛生教育を実施した。
引き続きこの計画を継続する。

4 化学物質の適正管理

5 廃棄物の適正処理

保有水水質の安定化を目的とした埋立の実施
（新南陽処分場）

搬入廃棄物の受入検査の実施

受入廃棄物の不適正処理０件

管理型廃棄物の新規契約相談時における
排出場所の現地確認の実施

○

○

○

○

毒物劇物の貯蔵タンクの点検の徹底 ○

就労者への安全衛生教育の実施 ○

計画は確実に実行でき、目標も
達成できたので、引き続きこの
計画を推進する。

冬季の配管等からの漏水の早期発見と対策の
実施

○

○

○

清掃活動や不法投棄廃棄物回収活動への参加 ○

処分場散水用水の保有水の利用（東見初処分
場）

○

節水活動の
推進

：節水活動の励行

：廃棄物搬入車両の洗車水の最小限
　化への協力依頼

：処分場散水用水の処理水の利用
　（新南陽処分場）

○

○
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７　主な環境関連法規等の一覧及びそれらの順守状況

・飛散・漏洩・進出・地下浸透防止等

【東見初】
定期検査受検済
　2025年1月30日
【新南陽】
定期検査受検済
　2024年7月16日

○

毎月点検実施済

毎月点検実施済

・5年3月以内毎の定期検査

【新南陽】
2024年度分：2025年2
月27日積立済
※東見初は2022年度で積
立終了

・県知事の指示する金額の積立 ― ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

法律名等
評価

東見初 新南陽

産業廃棄物管理票の写しの保存

産業廃棄物管理票の送付及び回付 ○

○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

維持管理積立金

○

○

産業廃棄物処理委託契約

○

定期的確認
順守状況

適用内容、規制基準など適用条項

契約の都度確認済

更新許可年月日
　2019年3月6日

・５年間の保存

・管理表の写しの送付・回付

・５年間の保存

・書面により、許可証の写し添付

・２者契約

・変更許可等の手続き

・変更の届出

・事業の内容に合致した許可取得

・委託されている産業廃棄物の処理
 は許可の内容と合致

・許可の更新手続き

産業廃棄物処理施設の変更許可等

産業廃棄物処理業等変更届

産業廃棄物処理委託契約書の保存

産業廃棄物処理業等の許可及び許
可の更新、事業の範囲

表示

取扱

産業廃棄物処理施設の定期検査

届出：役員変更
　2024年4月23日

届出：役員変更
　2024年4月23日

有効年月日
　2026年3月5日

契約の都度確認済

毎月曜日確認済

毎月確認済

毎年３月確認済

　当事業団に適用される環境関連法規等の一覧及びそれらの順守状況を確認した結果、違反はありませんで
した。
　また、関係機関からの指摘及び利害関係者からの訴訟や苦情もありませんでした。

〈環境関連法規等の違反、訴訟等の有無〉

毒物及び劇物取締
法

・第一種指定化学物質排出量の届出

・簡易点検の実施と記録

・前年度産業廃棄物処分状況の報告処分状況の報告
山口県循環型社会
形成推進条例

特定化学物質の環
境への排出量の把
握及び管理の改善
の促進に関する法
律

【東見初・新南陽】
届出：2024年4月22日

【東見初・新南陽】
届出：2024年5月24日

○

○

○

○

フロン排出抑制法
第一種特定製品の管理者が講ずべ
き措置

排出量の届出

四半期点検実施済

○・貯蔵場所の表示等
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８　代表者による全体の取組状況の評価および見直し・指示の記録

 評価および見直しの実施年月日

 評価者名（代表者名）  理事長 山野　元

 評価及び見直しに参加した人 常務理事 藤井　義裕

 環境管理責任者 常務理事兼事業部長兼東見初管理事務所長 小田　聡克

 環境管理担当者 事務局長 篠原　俊明

 環境管理担当者 新南陽管理事務所長 西藤　裕一郎

事業部参事 水津　隆市

 EA２１事務局 事業部主幹 重村 朋子

①環境経営方針

③環境関連法規制等の遵守状況のチェック結果

④ＥＡ２１実施体制

・

・

・

・

・

評　価

環境経営システムが
有効に機能しているか

　2024年度の取組の成果を正しく評価できた。

環境への取組は適切に
実施されているか

　二酸化炭素排出量の目標は達成できた。

見直し・指示

変更の必要
性・指示

環境経営方針
変更の必要性

　２０２４年１２月の中間審査時に、経営における課題とチャンスとして掲げた「カーボンニュートラ
 ルへの対応」として、２０５０年カーボンニュートラルという目標に貢献することを盛り込むこと。

環境経営目標
変更の必要性

環境経営目標は、電力使用量を除き、取組の成果を正しく評価できているとともに、目標を
達成できた。

電力使用量は、目標が達成できていないが、降雨量の増大による水処理量の増加に伴うも
のと考えられる。今後、降雨等の影響に左右されない電力使用量の目標を設定すること。

水使用量は、東見初処分場での冬期の漏水を防止することができ、目標を達成できた。今
後も目標を達成できるよう、取組を継続すること。

軽油使用量、ガソリン使用量及び廃棄物排出量は、目標を達成できており、今後も現目標を
継続する。毎月、目標達成状況を確認すること。

化学物質の適正管理、廃棄物の適正処理等の目標についても変更する必要はない。

環境経営計画
変更の必要性

　廃棄物処理に係る具体的な目標・計画として、廃棄物の適正管理に係る計画を追加しており、
 変更する必要はない。

実施体制
変更の必要性

　成果は現れているので、変更する必要はない。

2025年4月30日

 提出した情報（資料等）

②2024年度環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況、その評価結果

⑤その他（緊急事態の想定とその対応策、環境への負荷の自己チェック表、
　環境への取組の自己チェック表、2024年度中間審査報告書等）

 前回審査時の指摘事項等
 及び対応状況

【改善・提案（推奨）事項と対応】

　電力使用量については、事務所等電力と余水処理施設の電力の合計を削減目標の対象とし
ており、総電力量削減を目標とすることの是非を検討する時期に来ている。
 ⇒①問題点の発生要因の分析として、以下を実施し、電力使用量の目標に余水処理
　　施設の動力用電力を加えることの妥当性を判断する。
　　・過去の水質悪化等による電力使用量の増加事例の調査
　　・2022年度～2024年度の３年間の電力使用量を各事務所、余水処理施設ごとに把握
 　②上記の検討結果を踏まえ、2026年度以降の電力使用量の設定を見直す。
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９　その他

(1)　施設見学者の受入

※１ 2021年度は、コロナウイルス感染予防対策として、地域住民等の見学受入を中止した。

※２ 2023年度から東見初処分場の見学者も対象とした。

(2)　太陽光発電設備の設置及び貢献の状況

①　設置の状況

②　CO2排出削減への貢献の状況

※１ b＝a×ｄ kg-CO2/kWh

 ｄ：電力のCO2排出係数（中国電力該当年度調整後）

※２ 2023年度から東見初処分場も対象とした。

(3)　東見初処分場の下水道放流量の削減によるCO2排出削減への貢献の状況

※

出典：水由来CO2排出係数の推定（空気調和・衛生工学会論文集No.176, 2011年11月）

25.3％

37,179

42,855

25,221

23,063

下水処理におけるCO2排出係数 ：0.2 kg-CO2/m
3

下水処理に係る
CO2排出削減への貢献量

(kg-CO2 )

散水量に対する蒸発量 (m3)

2023年度 2024年度

3,223

16,114

2,837

14,184

462,213

125,123

115,980

29,376

【
参
考

】

当事業団のCO2排出量

c

当事業団のCO2排出量と

貢献量の比較 b/c

CO2排出削減への

貢献量 b

使用量

20.2

184,400

55.5

45,423

28.6

116,410

kWh

kg-CO2

kg-CO2

124,251

33,347

31,686

27.1

　東見初処分場では、保有水を埋立地の散水用水とし
て利用し、下水道放流量の削減を実施している。

2019：0.636, 2020～2022：0.585, 2023～：0.545

43,113

延べ人数(人) 159

51

20

11

能力（kW）

合計

26,647

27,254

53,901

2023年度

売電量
（2020年8月～）

kWh

kWh

単位

発電量 a
（2019年7月～）

2022年度 合計

29,50120,444

63,299

2019～21年度

20,050

61,187

2024年度

97,249

221,500

2024年度

37

210

2023年7月 20

2021年度 2022年度

回数 6 12

設置場所

2023年度

29

東見初

新南陽

管理事務所

余水処理施設及び検査室

管理事務所

19 81

設置時期

2019年6月

2020年6月

※１

※１

※２

※２

※
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(4)　環境保全活動の支援

(5)　J-クレジット等の購入

☆J-クレジット （kg-CO2）

☆Jブルークレジット （kg-CO2）

※　2023年度から、環境保全活動の取組機運の高まりに対応するため、増額した。

0

1,200

2022年度

0

2,200

2021年度

7,000

購入量

活用（消費）量

活用（消費）量

購入量

合計

4,400

6,000 7,000

2021年度

助成額（千円）

団体数 14

2024年度

12 16

2023年度2022年度

6,000

13

0

2018～2020年度

0

90,000

0

140,000

合計2022年度2021年度

0

20,000

0

30,000

2023年度

1,000

0

　特定非営利活動法人等が、県内で削減・吸収したCO2をJ-クレジット等として購入し、CO2排出削減・吸
収プロジェクトを支援するとともに、将来、削減困難なCO2排出量をオフセットできるよう蓄積した。
※2024年度は、CO2排出削減・吸収に係る県内プロジェクトがなかったため、J-クレジット等の購入を見送った。

※
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１０　2025年度及び中期環境経営目標

※１

※２ 表中の「△○○％」は、前年度目標値に対する概ねの削減率

環境経営目標 単位
基準年 環境経営目標

2022年度 2025年度 2026年度 2027年度

124,250 以
下

123,360 以
下

△0.5％ △0.5％ △0.5％
二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 126,740

124,860 以
下

1

1-4 L

107,820 以
下

△1％ △1％ △1％
1-1 kWh 113,412

110,020 以
下

108,910 以
下 電力使用量の削減

1-3 L 1,588
1,580 ガソリン使用量

 の削減

―

23,620

1,580 以
下

―

以
下

1,580

以
下

23,620 以
下

23,620
L 23,624

以
下

― ―
 軽油使用量の削減1-2

120 以
下― ―

―

以
下―

570 以
下

560 以
下

△1％ △1％ △1％

以
下

―

 灯油使用量の削減
120

2 廃棄物排出量の削減 kg 609
580 以

下

以
下

△1％ △1％ △1％
3 水使用量の削減 m3 1,312

1,250 以
下

1,230 以
下

1,210

122
120 以

下

6 環境法規等の遵守 －
・法改正情報の把握の徹底
・法規や排水基準等の遵守

・受入廃棄物の不適正処理０件

・埋立作業従事者との連絡協議会の実施
　　（年１２回以上）

・管理型廃棄物の新規契約時の排出場所の現地確認
　　（１００％）

4 化学物質の適正管理

－
・毒物劇物の貯蔵タンクの点検（残量、漏洩の有無等）
・就労者への安全衛生教育（雇入れ時、変更時等）

－ ・第一種指定化学物質排出量の記録と届出の徹底

5

排出事業者等への情報
提供

全従業員の環境保全意
識の保持向上

清掃活動への参加

NPO等の環境保全活動
の支援

環境コミュニケーショ
ンの推進

7

二酸化炭素排出係数：電力　　　排出係数  　0.545 kg-CO2/kWh（中国電力調整後2021年度）
　　　　　　　　　：軽油　　　排出係数　　2.58 kg-CO2/L
　　　　　　　　　：ガソリン　排出係数　　2.32 kg-CO2/L
　　　　　　　　　：灯油　　　排出係数　　2.49 kg-CO2/L

8

－

－

・年１回以上

・搬入した全事業者への情報提供（年1回）－

－

環境保全
意識の
保持向上

・搬入廃棄物の受入検査の実施（１００％）

埋立作業の安全確保

新規契約時の現地確認

受入基準の遵守

・年４回以上

廃棄物の
適正処理

・NPO等の環境保全活動の支援（助成事業の実施）
　　（年７００万円）
・J-クレジット等の購入を通じたCO2排出削減・吸収に係る

　県内プロジェクトの支援

地域の
環境保全

－
・地域住民等の見学受入
・ホームページ等でのPR

受入廃棄物の適正処理 －

－

－

－

※１

※２
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１１　2025年度の主要な環境経営計画

(1) 二酸化炭素排出量の削減

① 電力使用量の削減

② ガソリン・軽油使用量の削減

(2) 廃棄物排出量の削減

① 一般廃棄物排出量の削減

(3) 水使用量の削減

① 節水活動の推進

② 冬季の配管等からの漏水の早期発見と対策の実施

(4) 化学物質の適正管理

① 化学物質を適正に管理する。

(5) 廃棄物の適正処理

① 受入廃棄物の不適正処理０件

② 搬入廃棄物の受入検査の実施

③ 管理型廃棄物の新規契約相談時における排出場所の現地確認の実施

④ 埋立作業従事者との連絡協議会の設置及び実施

⑤ 保有水水質の安定化を目的とした埋立の実施（新南陽処分場）

(6) 環境法規等の遵守

① 法規や排水基準等を遵守

(7) 地域の環境保全

① 地域の環境保全への貢献

(8) 環境保全意識の保持向上
① 従業者全員の環境保全意識の保持向上

② 排出事業者、運搬業者への環境配慮の取組についての情報提供の実施

・施設見学者の受入実施等による良好な環境コミュニケーションの推進
・特定非営利活動法人等の環境保全活動の支援
・J-クレジット等の購入を通じたCO2排出削減・吸収に係る県内プロジェクトの支援

・清掃活動や不法投棄廃棄物回収活動への参加
・近隣事業所と協同した交通安全対策の実施（東見初事務所）

・エコドライブの実施と低公害車の利用
・EV車とV2Hの利用、太陽光発電設備の増設（新南陽事務所）

・ペーパーレス化の推進、裏紙の利用
・一般廃棄物の分別による資源化

・節水活動の励行
・廃棄物搬入車両の洗車水の最小限化への協力依頼
・処分場散水用水の処理水の利用（新南陽処分場）

・法改正情報の把握の徹底
・日常監視やモニタリングによる法規や排水基準の遵守の徹底
　①原水モニタリングによる排水基準の遵守
  ②放流モニタリングによる排水基準の遵守
　　　放流管理基準超の場合：放流の停止

・エアコン：温度の設定を季節に応じて調節、フィルターの定期的清掃の実施
・照明　　：不要な照明の消灯、省エネ型照明への交換
・余水処理施設の適正管理による削減
・処分場散水用水の保有水の利用（東見初処分場）
・再生可能エネルギーの活用による電気使用量の削減

・毒劇物の貯蔵タンクの点検（残量、漏洩の有無等）の徹底
・就労者への安全衛生教育の実施
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